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一
　
は
じ
め
に

本
稿
は
、
一
六
八
〇
年
代
初
頭
に
公
刊
さ
れ
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
（
一
六
三
五
―
一
六
九
九
年
）
の
非
国
教
徒

批
判
を
手
が
か
り
に
、
彼
の
教
会
論
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
の
議
論
は
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
ら
多
く
の
人
々
か
ら
反
論
さ
れ
た
。
ス

テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
の
教
会
論
の
検
討
は
、
ロ
ッ
ク
の
反
論
を
理
解
し
、
そ
こ
か
ら
ロ
ッ
ク
自
身
の
教
会
論
を
考
察
す
る
た
め
の
準
備

作
業
と
な
る
。
こ
の
ロ
ッ
ク
―
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
論
争
の
歴
史
的
背
景
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
こ

こ
で
概
略
を
述
べ
、
教
会
論
等
を
め
ぐ
っ
て
彼
ら
に
つ
き
つ
け
ら
れ
た
課
題
を
確
認
し
て
お
き
た
い

（
１
）

。

旧
来
「
排
斥
危
機
」
と
呼
ば
れ
た
一
六
七
〇
年
代
末
か
ら
一
六
八
〇
年
代
初
頭
の
時
期
は
、
た
ん
に
王
位
継
承
を
問
題
と
し
た
の
で
は

な
く
、『
統
治
二
論
』
と
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
批
判
と
い
う
ロ
ッ
ク
の
業
績
に
即
し
て
見
た
場
合
、
君
主
制
と
教
会
制
度
自
体
が
議

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
の
教
会
論
（
上
）

―
―
意
見
表
明
の
自
由
と
芸
術
の
自
由
の
競
合
を
素
材
と
し
て
―
―山

　
田
　
園
　
子

一
　
は
じ
め
に

二
　
研
究
史
上
の
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト

三
　
分
離
の
災
い
（
以
上
本
号
）

四
　
分
離
の
不
当
性

五
　
お
わ
り
に
　
―
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
が
残
し
た
も
の
―



広島法学　32 巻３号（2009 年）－2

論
の
対
象
と
さ
れ
る
程
に
、
深
刻
な
危
機
の
時
代
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
コ
ッ
ト
の
よ
う
に
、
一
六
七
八
年
以
降
の
危

機
を
「
復
古
体
制
危
機
」
と
呼
ぶ
研
究
者
が
登
場
す
る
。

復
古
体
制
危
機
に
お
い
て
と
く
に
問
題
と
な
る
の
は
、
国
王
で
は
な
く
主
教
を
聖
な
る
象
徴
と
す
る
、
主
教
重
視
の
姿
勢
が
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
教
会
内
に
現
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
主
教
重
視
は
極
端
な
場
合
、
神
授
権
主
教
制
、
つ
ま
り
主
教
（
監
督
）
の
権
限
は
神
に
直
接
由
来

し
、
使
徒
継
承
（
継
紹
）
に
よ
っ
て
伝
授
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
に
至
る

（
２
）

。
こ
の
神
授
権
主
教
制
を
ロ
ッ
ク
は
、
一
六
七
五
年
に
書
か
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
『
寛
容
論
』
の
追
加
部
分
で
非
難
し
た
。
さ
ら
に
同
年
公
刊
さ
れ
た
『
貴
顕
の
士
か
ら
の
手
紙
』
は
、
一
六
七
八
年
以

降
の
復
古
体
制
危
機
時
の
議
論
を
先
取
り
し
て
、
教
皇
主
義
と
恣
意
的
統
治
を
問
題
と
す
る
。『
貴
顕
の
士
か
ら
の
手
紙
』
執
筆
に
つ
い

て
、
ロ
ッ
ク
の
直
接
の
関
与
は
断
定
で
き
な
い
が
、
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
伯
の
下
で
ロ
ッ
ク
が
口
述
筆
記
し
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
神

授
権
主
教
制
批
判
の
点
で
、『
寛
容
論
』
追
加
部
分
と
内
容
的
な
共
通
項
が
あ
る
。『
貴
顕
の
士
か
ら
の
手
紙
』
は
、
一
六
七
五
年
四
月
に

提
出
さ
れ
た
「
ダ
ン
ビ
審
査
」
法
案
が
、
神
授
権
主
教
制
に
立
つ
教
会
国
家
体
制
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
を
、
激
し
く
非
難
す
る
も
の
で

あ
る
。

法
案
通
過
は
挫
折
し
た
が
、
そ
の
後
、
神
授
権
主
教
制
に
立
つ
教
会
国
家
体
制
を
支
持
す
る
人
々
と
、
そ
れ
を
恣
意
的
統
治
の
導
入
と

し
て
反
対
す
る
人
々
と
の
対
立
が
、
互
い
を
教
皇
主
義
と
し
て
非
難
し
あ
う
中
で
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
反
教
皇
主
義
的
言
動
に
ま
で
高
じ
た

の
が
、
一
六
七
八
年
の
教
皇
主
義
陰
謀
暴
露
、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
排
斥
危
機
で
あ
る
。
こ
こ
で
国
教
会
と
非
国
教
徒
と
の
葛
藤
と
い
う
復

古
教
会
体
制
の
問
題
が
再
燃
す
る
。
一
六
八
〇
年
秋
に
開
会
さ
れ
た
議
会
は
、
広
範
な
基
盤
に
立
つ
新
た
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
体
制

を
求
め
て
、
包
容
法
と
寛
容
法
の
導
入
に
よ
り
国
教
会
と
非
国
教
徒
と
の
対
立
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
こ
の
「
緩
和
法
案
」
は

廃
案
と
な
っ
た
上
、
頑
固
な
国
教
会
派
は
両
法
案
に
そ
も
そ
も
反
発
し
、
国
教
会
か
ら
分
離
し
た
非
国
教
徒
を
ま
っ
た
く
認
め
な
か
っ

た
。
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ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
は
分
離
非
国
教
徒
を
認
め
な
い
見
地
に
立
ち
、
教
会
統
治
の
根
幹
に
立
ち
返
っ
て
主
教
制
に
立
つ
国
教
会
制

を
擁
護
し
た
。
ロ
ッ
ク
や
非
国
教
徒
ら
は
そ
れ
を
受
け
て
立
つ
こ
と
に
な
る
。
復
古
体
制
危
機
が
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
と
ロ
ッ
ク
ら

に
つ
き
つ
け
た
課
題
は
、
以
下
の
五
点
に
整
理
で
き
る
。
そ
れ
ら
を
集
約
す
れ
ば
、
国
家
・
国
王
と
教
会
の
あ
り
方
、
そ
し
て
両
者
の
関

係
を
問
う
も
の
で
あ
る
。

第
一
に
、
教
会
統
治
と
は
誰
が
ど
う
い
う
根
拠
か
つ
権
限
で
行
な
う
も
の
か
。
と
く
に
主
教
職
を
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
。

第
二
に
、
教
会
統
治
に
お
い
て
「
教
会
の
長
で
あ
る
国
王
」
の
役
割
は
何
か
。
主
教
と
国
王
の
関
係
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
。

第
三
に
、
王
権
の
根
拠
と
権
限
は
何
か
。

第
四
に
、
国
内
の
対
立
が
教
皇
主
義
の
言
辞
に
収
斂
さ
れ
、
そ
の
言
辞
の
使
用
が
有
効
と
判
断
さ
れ
る
、
相
互
の
反
感
や
恐
怖
に
通
底

す
る
敵
意
の
本
質
は
何
か
。

第
五
に
、
教
皇
主
義
に
対
し
連
帯
し
て
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
た
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
」
と
は
何
か
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会

と
非
国
教
徒
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
相
容
れ
な
い
存
在
か
。

以
下
で
は
、「
二
　
研
究
史
上
の
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
」
で
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
の
教
会
論
に
か
ん
す
る
研
究
史
上
の
評
価

を
確
認
す
る
。「
三
　
分
離
の
災
い
」
で
は
、
彼
の
説
教
に
も
と
づ
き
、
非
国
教
徒
の
分
離
を
否
定
す
る
彼
の
問
題
意
識
、
お
よ
び
反
論

者
を
刺
激
し
た
論
点
の
所
在
を
明
示
す
る
。「
四
　
分
離
の
不
当
性
」
で
は
、
説
教
だ
け
で
は
説
き
き
れ
な
か
っ
た
彼
の
教
会
論
の
全
容

を
明
ら
か
に
し
、「
五
　
お
わ
り
に
　
―
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
が
残
し
た
も
の
―
」
で
は
、
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
が
提
起
し
た

論
争
の
的
と
な
り
う
る
問
題
点
を
整
理
し
て
、
ロ
ッ
ク
に
よ
る
反
論
の
検
討
に
備
え
た
い
。
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二
　
研
究
史
上
の
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト

ロ
ッ
ク
―
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
論
争
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
ロ
ッ
ク
の
『
人
間
知
性
論
』
を
め
ぐ
る
一
六
九
七
年
以
降
の
哲

学
・
神
学
上
の
応
酬
が
研
究
者
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る（

３
）

。
だ
が
、
彼
ら
は
一
六
八
〇
年
代
初
頭
に
も
教
会
論
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て
い

た
。王

政
復
古
時
、
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
は
サ
ッ
ト
ン
の
牧
師
だ
っ
た
。
彼
は
一
六
六
二
年
に
『
オ
リ
ギ
ネ
ス
・
サ
ク
ラ
エ
』
を
出
版

し
て
、
聖
書
の
正
確
性
と
神
的
権
威
を
強
調
し
、
ロ
バ
ー
ト
・
サ
ン
ダ
ー
ソ
ン
主
教
の
好
評
を
得
る
。
そ
の
後
、
六
五
年
に
ロ
ン
ド
ン
、

ホ
ル
ボ
ー
ン
の
セ
ン
ト
・
ア
ン
ド
ル
ー
教
会
の
牧
師
と
な
り
、
そ
の
か
た
わ
ら
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
聖
堂
等
で
の
要
職
に
任
じ
ら
れ
る
。
六

〇
年
代
後
半
に
は
彼
の
説
教
は
定
評
を
得
、
国
教
会
内
で
の
昇
進
を
続
け
た
。
七
〇
年
代
に
は
ロ
ン
ド
ン
大
執
事
や
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
司

祭
長
等
を
歴
任
し
、
一
六
八
〇
年
代
末
に
は
ウ
ー
ス
タ
ー
の
主
教
と
な
る

（
４
）

。

一
六
八
〇
年
五
月
に
彼
は
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
司
祭
長
と
し
て
、
ギ
ル
ド
ホ
ー
ル
礼
拝
堂
に
お
い
て
市
長
の
前
で
説
教
を
行
い
、
そ
れ
を

同
年
『
分
離
の
災
い
』
と
し
て
公
表
し
た
。
さ
ら
に
翌
八
一
年
、
反
論
を
考
慮
し
て
説
教
の
内
容
を
拡
充
し
た
『
分
離
の
不
当
性
』
を
公

刊
す
る

（
５
）

。
彼
は
一
六
六
〇
年
代
初
頭
の
『
イ
レ
ニ
ク
ム
』
出
版
等
を
も
と
に
、
一
般
に
リ
ベ
ラ
ル
な
ア
ン
グ
リ
カ
ン
ま
た
は
広
教
主
義
者

（L
atitudinarians

）
の
一
人
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

（
６
）

。
だ
が
、『
分
離
の
災
い
』
等
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
歴
史
的
正
当
性
を
強
調
し

て
、
教
会
か
ら
分
離
す
る
非
国
教
徒
を
非
難
し
た
。

ゲ
リ
・
Ｓ
・
ド
・
ク
レ
イ
に
よ
れ
ば
、『
分
離
の
災
い
』
等
は
「
公
共
圏
を
分
裂
」
さ
せ
る
程
の
論
争
を
引
き
起
こ
し
、
ス
テ
ィ
リ
ン

グ
フ
リ
ー
ト
自
身
、
重
大
な
問
題
が
「
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
で
の
慰
み
も
の
に
な
っ
た
」
と
愚
痴
を
も
ら
し
て
い
た

（
７
）

。
実
際
、
彼
の
主
張
に
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は
、
非
国
教
徒
は
も
と
よ
り
、
国
教
会
制
自
体
を
必
ず
し
も
否
定
し
な
か
っ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ク
ス
タ
ー
等
か
ら
も
大
量
に
批
判
が
寄

せ
ら
れ
、
他
方
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
を
支
持
す
る
文
書
も
あ
い
つ
い
で
発
表
さ
れ
た
。
公
刊
は
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
ロ
ッ
ク
も
一
六

八
一
年
に
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
批
判
を
書
き
、
そ
れ
が
手
稿
の
ま
ま
ラ
ヴ
レ
ー
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
残
さ
れ
て
い
る

（
８
）

。
本
稿
は
、

こ
の
八
〇
年
代
初
頭
の
論
争
時
の
『
分
離
の
災
い
』
と
『
分
離
の
不
当
性
』
に
見
ら
れ
る
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
の
議
論
を
検
討
す

る
。『

分
離
の
災
い
』
と
『
分
離
の
不
当
性
』
に
か
ん
す
る
研
究
史
上
の
問
題
点
は
、
彼
の
教
会
論
の
全
体
像
に
せ
ま
る
業
績
が
な
い
こ
と

に
あ
る
。
そ
も
そ
も
両
ト
ラ
ク
ト
に
言
及
、
ま
た
は
そ
れ
ら
を
検
討
し
た
研
究
が
少
な
く
、
言
及
や
検
討
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
大
半
は
ロ

ッ
ク
の
見
解
と
の
対
比
、
復
古
期
の
教
会
史
の
一
端
、
ま
た
は
一
六
九
〇
年
代
末
の
論
争
の
前
史
と
し
て
簡
略
に
扱
わ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
議
論
に
お
い
て
、
彼
の
見
解
と
し
て
以
下
の
四
点
が
注
目
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
彼
は
非
国
教
徒
の
迫
害
に
も
寛
容
に
も
反
対
し
、
主
教
制
に
立
つ
国
教
会
制
度
を
唱
え
た

（
９
）

。

第
二
に
、
彼
が
非
国
教
徒
の
分
離
を
恐
れ
た
の
は
、
国
教
会
と
し
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
存
在
を
、
分
離
が
脅
か
す
か
ら
で
あ
る（

10
）

。

第
三
に
、
彼
は
主
教
制
を
使
徒
の
原
始
教
会
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
正
当
化
す
る
と
と
も
に
、
教
会
制
度
を
支
え
る
世
俗
の
主
権
者
の
権
力

や
制
定
法
上
の
強
制
力
を
擁
護
し
た

（
11
）

。

第
四
に
、
国
家
と
教
会
は
同
延
的
な
広
が
り
を
も
ち
、
宗
教
統
一
は
国
家
統
一
に
必
要
だ
と
彼
は
主
張
す
る
。
教
会
の
安
全
確
保
は
国

家
の
そ
れ
で
あ
り
、
異
論
や
分
離
の
抑
制
は
政
治
的
行
動
と
み
な
さ
れ
る

（
12
）

。

こ
れ
ら
四
点
か
ら
く
み
と
れ
る
こ
と
は
、
復
古
体
制
危
機
下
に
お
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
が
国
教
会
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
の
正

当
性
、
お
よ
び
そ
の
明
確
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
が
求
め
た
こ
と
で
あ
る

（
13
）

。
す
で
に
多
く
の
非
国
教
徒
が
存

在
し
、
国
教
会
拒
否
を
表
明
す
る
中
で
、
彼
ら
の
分
離
や
寛
容
を
た
ん
に
拒
否
す
る
だ
け
で
は
、
何
の
説
得
力
も
な
い
。
国
教
会
と
し
て
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イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
が
存
在
し
続
け
る
た
め
に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
起
源
、
教
会
統
治
の
あ
り
方
、
主
教
制
の
正
当
性
、
宗
教
・

教
会
事
項
に
お
け
る
国
王
や
制
定
法
と
い
う
世
俗
権
威
の
役
割
、
と
い
っ
た
問
題
か
ら
説
き
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
議

論
は
、
非
国
教
徒
へ
の
対
応
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
国
教
会
内
に
お
け
る
見
解
の
多
様
性
へ
の
対
応
で
も
あ
っ
た
。
国
教
会
の
主
だ
っ

た
聖
職
者
の
間
で
も
、
非
国
教
徒
へ
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
、
あ
る
い
は
世
俗
権
威
と
教
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
多
様
な
見
解
が
展
開
さ

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る

（
14
）

。

ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
の
ト
ラ
ク
ト
に
指
摘
さ
れ
る
右
の
四
点
は
、
先
に
確
認
し
た
、
復
古
体
制
危
機
が
つ
き
つ
け
た
課
題
と
重
な

る
も
の
が
あ
る
。
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
は
た
ん
に
非
国
教
徒
へ
の
反
感
か
ら
、
そ
し
て
そ
の
弾
圧
を
目
的
と
し
て
ト
ラ
ク
ト
を
書
い

た
の
で
は
な
く
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
国
教
会
と
し
て
の
再
編
論
を
書
き
、
非
国
教
徒
の
分
離
は
そ
の
一
環
と
し
て
議
論
さ
れ
た
。
教

会
体
制
の
あ
り
様
を
左
右
す
る
も
の
と
し
て
彼
の
ト
ラ
ク
ト
が
重
視
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
彼
が
謝
意
を
表
す
る
ほ
ど
に
、
非
国
教
徒
の
ジ

ョ
ン
・
オ
ウ
エ
ン
は
「
礼
儀
と
穏
当
な
言
語
を
伴
う
」
慎
重
な
反
論
を
心
が
け
た
。
ロ
ッ
ク
も
、
露
骨
な
非
国
教
徒
迫
害
を
言
う
サ
ミ
ュ

エ
ル
・
パ
ー
カ
ー
へ
の
反
論
を
は
る
か
に
上
回
る
紙
幅
を
割
い
て
、
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
の
議
論
に
逐
一
沿
う
形
で
駁
論
を
記
す
こ

と
に
な
る

（
15
）

。

三
　
分
離
の
災
い

一
六
八
〇
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
分
離
の
災
い
』
は
、
同
年
五
月
に
市
長
の
前
で
行
な
わ
れ
た
説
教
と
そ
の
補
足
の
印
刷
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
多
く
の
反
論
が
寄
せ
ら
れ
、
そ
れ
ら
へ
の
解
答
と
し
て
翌
年
『
分
離
の
不
当
性
』
が
公
刊
さ
れ
る
。
前
者
が
説
教
の
収
録
と
し

て
六
〇
ペ
ー
ジ
弱
の
比
較
的
短
い
文
書
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
反
論
に
対
応
し
て
議
論
を
深
め
、
四
五
〇
ペ
ー
ジ
の
書
物
と
な
っ
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て
い
る
。
教
会
論
に
関
わ
る
本
格
的
な
議
論
は
こ
の
書
物
に
よ
っ
て
検
討
す
べ
き
だ
が
、『
分
離
の
災
い
』
は
そ
の
書
物
に
つ
な
が
り
、

か
つ
反
論
者
を
刺
激
し
た
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
の
問
題
意
識
や
論
点
を
明
確
に
す
る
。
本
節
で
は
『
分
離
の
災
い
』
を
も
と
に
、
復

古
体
制
危
機
時
の
彼
の
問
題
意
識
、
お
よ
び
分
離
非
国
教
徒
を
め
ぐ
る
論
点
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

彼
の
ね
ら
い
は
、
非
国
教
徒
の
迫
害
で
は
な
く
、
そ
れ
を
回
避
し
て
「
わ
れ
わ
れ
自
身
の
間
で
の
永
続
的
な
連
帯
の
基
礎
」
を
見
出
す

こ
と
に
あ
る
。
そ
の
基
礎
を
彼
は
次
の
こ
と
に
求
め
た
。「
ロ
ー
マ
教
会
の
誤
謬
と
腐
敗
を
否
定
す
る
こ
と
で
一
致
す
る
人
々
が
、
わ
れ

わ
れ
の
共
通
の
宗
教
に
伴
う
大
き
な
勤
め
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
祈
祷
、
崇
拝
お
よ
び
礼
典
、
並
び
に
神
礼
拝
の
厳
粛
な
全
行
動
に

容
易
に
集
う
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
「
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
人
々
は
国
教
会
と
し
て

の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
に
集
え
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
16
）

。

こ
の
主
張
か
ら
す
れ
ば
、
彼
が
非
国
教
徒
の
分
離
を
否
定
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
教
会
が
な
ぜ
、
ど

の
よ
う
に
国
教
会
と
し
て
集
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
分
離
と
は
何
か
、
そ
し
て
教

会
と
は
何
か
、
と
い
う
二
点
に
注
目
し
て
、
彼
が
前
提
と
す
る
認
識
を
探
り
た
い
。

分
離
に
つ
い
て
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
は
言
う
。「
人
々
が
躓
く
の
も
も
っ
と
も
な
い
く
つ
か
の
特
定
の
儀
式
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
オ

ン
（C

om
m

union

）
を
た
ん
に
見
合
わ
せ
、
彼
ら
が
正
し
い
と
判
断
す
る
よ
う
に
そ
れ
を
取
り
扱
う
こ
と
と
、
彼
ら
が
正
し
い
と
判
断
す

る
こ
と
に
お
い
て
す
ら
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
を
完
全
に
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
常
時
控
え
、
公
定
宗
教
（the

established
R

eligion

）
が
許

す
以
外
の
他
の
師
の
下
で
、
か
つ
他
の
準
則
に
従
っ
て
分
離
会
衆
の
形
成
へ
向
か
う
こ
と
と
を
、
私
は
混
同
し
て
い
な
い

（
17
）

。」

彼
が
「
災
い
」
と
し
て
否
定
す
る
分
離
は
後
者
で
あ
る
。
国
教
会
の
礼
拝
様
式
等
の
一
部
に
従
え
な
い
人
々
が
、
国
教
会
通
り
に
し
な

い
こ
と
自
体
は
、
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
は
も
は
や
問
題
と
し
な
い
。
国
教
会
に
異
論
や
違
和
感
を
も
ち
、
例
え
ば
跪
座
聖
餐
を
執
行

し
な
い
等
、
自
分
た
ち
の
判
断
で
礼
拝
様
式
等
を
改
変
し
て
執
行
し
て
も
、
そ
れ
は
分
離
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
彼
は
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こ
う
言
う
。「
人
々
は
、
す
で
に
到
達
し
た
地
点
を
こ
え
て
進
め
と
せ
き
た
て
ら
れ
る
べ
き
で
も
、
ま
た
彼
ら
の
良
心
の
指
令
を
こ
え
て

統
一
へ
と
強
い
ら
れ
る
べ
き
で
も
な
い

（
18
）

」。
彼
が
分
離
と
す
る
の
は
、
異
論
等
を
手
が
か
り
に
、
国
教
会
に
全
面
的
に
背
を
向
け
、
意
見

を
同
じ
く
す
る
者
達
同
士
で
自
分
達
の
師
と
集
会
を
設
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
分
離
を
非
難
す
る
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー

ト
の
念
頭
に
は
、
分
離
す
る
人
々
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
り
、「
ロ
ー
マ
教
会
」
に
対
す
る
よ
う
に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
オ
ン
を
完
全
に
否
定
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
。

こ
の
事
実
と
し
て
彼
が
指
摘
す
る
の
は
、
非
国
教
徒
集
会
を
構
成
し
て
い
な
が
ら
、
一
時
的
に
（occasionally

）
国
教
会
の
教
区
礼
拝

や
活
動
に
参
加
す
る
者
た
ち
で
あ
る
。
ア
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
マ
ン
等
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
「
部
分
的
信
従
」（partial

conform
ity

）
者
あ
る

い
は
非
信
従
的
信
従
者
（non-conform

ing
conform

ists

）
と
呼
ば
れ
、
一
六
七
〇
年
代
中
葉
か
ら
一
六
八
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
、
国

教
会
に
構
造
的
な
問
題
を
つ
き
つ
け
た
。
彼
ら
は
分
離
集
会
に
加
わ
る
も
の
の
、
迫
害
の
恐
怖
や
集
会
内
の
人
間
関
係
の
も
つ
れ
か
ら
、

確
固
た
る
分
離
集
会
信
徒
に
な
り
き
れ
ず
、
教
区
教
会
と
分
離
集
会
と
の
二
股
を
か
け
る
。
分
離
集
会
の
構
成
員
の
多
く
は
、
教
区
を
完

全
に
見
限
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
そ
の
行
事
等
に
参
加
し
て
い
た

（
19
）

。
分
離
非
国
教
徒
と
国
教
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
は
、
次
の
二
点
を
指
摘
す
る
。

第
一
に
、
非
国
教
徒
は
「
わ
れ
わ
れ
の
教
会
の
教
義
」
自
体
に
欠
陥
を
言
う
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
信
徒
は
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
教
会
の
信
仰
箇
条
を
熱
心
に
支
持
す
る
。

第
二
に
、
非
国
教
徒
の
中
に
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
教
会
」
と
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
を
も
つ
こ
と
を
「
正
当
」
と
公
言
し
た
り
、
教
区
教
会
で

の
聖
餐
を
信
徒
に
義
務
づ
け
る
者
が
い
る
。
そ
れ
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
教
区
教
会
」
を
「
真
の
教
会
」
と
認
め
て
い
る
こ
と
だ

（
20
）

。

ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
非
国
教
徒
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
洗
礼
に
よ
っ
て
「
普
遍
的
な
可
視
的
教
会
」

（the
C

atholick
visible

C
hurch

）
の
一
員
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
彼
ら
の
多
く
は
否
定
し
な
い
。「
わ
れ
わ
れ
の
教
会
の
教



9－エドワード・スティリングフリートの教会論（上）（山田）

義
」
に
問
題
を
言
わ
ず
、
教
区
教
会
で
の
礼
典
を
否
定
し
な
い
な
ら
、
な
ぜ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
か
ら
分
離
す
る
の
か
、
と
彼
は
問
う

（
21
）

。

ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
は
、
分
離
が
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
、
そ
も
そ
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
自
体
が
分
離
の
罪
を
犯
し
て

い
る
、
と
い
う
反
論
を
想
定
し
て
い
た
。
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
は
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
分
か
れ
た
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
彼
は
分
離
と
は
言
わ
な
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
成
立
過
程
を
意
識
し
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
の
分
離

が
罪
と
な
る
教
会
と
は
何
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
彼
は
議
論
を
進
め
る
。

彼
に
と
っ
て
教
会
と
は
「
全
教
会
」（a

w
hole

church

）
だ
っ
た
。
全
教
会
と
は
国
家
独
立
の
際
に
そ
れ
と
一
体
化
し
て
形
成
さ
れ
た

教
会
で
あ
る
。
こ
の
起
源
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
崩
壊
時
に
求
め
ら
れ
、
そ
の
際
、
自
分
達
を
統
治
す
る
権
限
を
も
つ
人
々
が
、
彼
ら
が
信
じ

る
キ
リ
ス
ト
教
に
立
っ
て
、「
同
じ
共
通
の
絆
、
お
よ
び
秩
序
と
統
治
の
準
則
」
の
下
で
一
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
団
体
を
作
っ
た
。
こ
れ
が

全
教
会
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
、
元
は
ア
テ
ネ
の
市
会
を
意
味
し
た
「
エ
ク
レ
シ
ア
」
と
い
う
語
に
注
目
し
、
そ
の
語
が
キ
リ
ス
ト
教
会

に
入
っ
て
き
た
際
に
は
、「
国
事
と
同
様
宗
教
事
項
を
統
治
し
決
定
す
る
権
力
を
も
つ
集
会
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。

右
の
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
の
説
明
に
は
唐
突
・
強
引
な
も
の
が
あ
る
が
、
彼
が
言
い
た
い
の
は
、
あ
る
地
域
の
人
々
全
体
が
「
一

つ
の
世
俗
統
治
と
同
一
の
宗
教
準
則
の
下
」
で
集
会
を
形
成
す
る
場
合
、
そ
の
集
会
は
国
家
と
一
体
化
し
た
全
教
会
つ
ま
り
国
教
会
と
な

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
真
の
教
会
概
念
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
準
則
に
従
い
、
秩
序
と
統
治
の
た
め
に
一
体
と
な
っ
た
人
々
の
団
体
」

で
あ
り
、
そ
の
か
な
め
は
「
同
一
の
統
治
法
と
同
一
の
礼
拝
準
則
」
だ
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
定
義
す

る
。
そ
れ
は
「
こ
の
国
に
お
い
て
同
一
の
信
仰
告
白
、
同
一
の
統
治
法
、
そ
し
て
同
一
の
神
礼
拝
準
則
の
下
で
団
結
し
た
キ
リ
ス
ト
者
の

団
体
」
で
あ
る
。

た
だ
し
、「
同
一
の
統
治
法
と
同
一
の
礼
拝
準
則
」
は
何
者
か
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
そ
れ
で
は
な
い
。
彼
は
言
う
。「
教
会
を
形
成
す

る
の
は
相
互
の
同
意
と
一
致
だ
と
し
よ
う
。
な
ら
ば
、
同
一
の
信
仰
に
お
い
て
、
お
よ
び
同
一
の
統
治
や
規
律
の
下
で
一
致
し
て
集
ま
っ
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た
国
家
的
団
体
（N

ational
Societies

）
は
、
個
々
の
会
衆
（any

particular
C

ongregation

）
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
な
ぜ
真
に
か
つ
当

然
に
教
会
（a

C
hurch

）
と
な
ら
な
い
の
か
？
」
こ
の
発
言
に
は
、
同
一
の
信
仰
と
同
一
の
統
治
の
法
に
人
々
が
「
同
意
」（consent

）
し

て
団
体
を
形
成
す
れ
ば
、
そ
れ
が
国
家
か
つ
教
会
で
あ
る
、
と
い
う
彼
の
前
提
が
見
え
る
。

彼
の
教
会
概
念
か
ら
見
れ
ば
、
宗
教
改
革
時
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
が
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
自
立
し
た
こ
と
は
分
離
に
相

当
し
な
い
。
彼
に
と
っ
て
、
独
立
し
て
自
分
達
を
統
治
す
る
人
々
が
、
そ
の
地
で
同
一
信
仰
、
礼
拝
、
統
治
を
も
つ
教
会
を
形
成
す
る
こ

と
は
、
分
離
で
は
な
く
「
全
教
会
」
の
形
成
で
あ
り
、「
ロ
ー
マ
帝
国
の
崩
壊
時
に
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
世
俗
統
治
に
つ

い
て
も
っ
た
よ
う
な
、
わ
れ
わ
れ
の
正
当
な
権
利
を
取
り
戻
す
に
す
ぎ
な
い
。」
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
は
「
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ネ
イ
シ

ョ
ン
」
に
と
っ
て
の
全
教
会
で
あ
り
、「
分
離
」
と
は
「
全
教
会
が
相
互
に
分
か
れ
る
こ
と
、
ま
た
は
相
互
に
異
な
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン

を
も
つ
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
」
と
彼
は
断
っ
て
い
る

（
22
）

。

彼
に
よ
れ
ば
、
非
国
教
徒
が
分
離
を
犯
す
の
は
、
彼
ら
が
教
会
を
礼
拝
集
会
と
し
て
の
み
理
解
し
、
統
治
や
規
律
の
機
関
と
は
考
え
な

い
こ
と
に
よ
る
。
分
離
非
国
教
徒
の
主
張
と
し
て
「
主
キ
リ
ス
ト
は
会
衆
教
会
の
み
を
、
ま
た
は
礼
拝
の
た
め
の
個
々
の
集
会
の
み
を
設

立
し
た
」
と
い
う
説
が
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
使
徒
の
模
範
・
要
請
に
反
し
て
い
た
。

彼
は
フ
ィ
リ
ピ
の
信
徒
へ
の
手
紙
三
章
十
六
節
「
わ
た
し
た
ち
は
到
達
し
た
と
こ
ろ
に
基
づ
い
て
、
同
一
準
則
で
歩
み
ま
し
ょ
う
」
を
引

用
す
る

（
23
）

。
こ
の
句
は
キ
リ
ス
ト
者
に
む
か
っ
て
「
一
つ
の
確
定
し
た
確
実
な
準
則
の
必
要
性
」
を
言
う
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
準
則

は
「
異
な
っ
た
実
践
の
自
由
を
伴
う
」
も
の
で
は
な
く
、「
実
践
の
様
式
を
制
約
し
決
定
す
る
」
も
の
だ
と
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
は

解
釈
す
る

（
24
）

。

使
徒
は
た
ん
な
る
伝
道
者
で
は
な
く
教
会
統
治
者
で
あ
り
、
信
徒
に
同
一
準
則
を
守
ら
せ
て
実
践
上
の
一
致
や
統
一
を
図
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
「
教
会
の
繁
栄
と
保
護
」
を
実
現
す
る
。
そ
の
教
会
は
、
使
徒
が
統
治
者
と
な
っ
て
儀
式
や
慣
習
に
一
定
の
準
則
を
付
与
し
て
守
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ら
せ
る
統
治
機
関
で
あ
り
、
し
か
も
「
一
つ
の
世
俗
統
治
と
同
一
の
宗
教
準
則
の
下
」
で
「
国
教
会
」（one

N
ational

C
hurch

）
と
呼
ば

れ
る
べ
き
存
在
だ
っ
た
。
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
は
使
徒
の
原
始
教
会
に
分
離
会
衆
の
起
源
で
は
な
く
、
国
教
会
の
そ
れ
を
見
た
。

「
同
一
準
則
で
歩
み
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
使
徒
の
言
を
守
れ
ば
こ
そ
、
教
会
が
発
展
し
て
集
会
の
場
所
自
体
は
多
数
と
な
っ
て
も
、
原
始

教
会
の
「
継
承
」
と
し
て
「
一
つ
の
教
会
、
一
つ
の
祭
壇
、
一
つ
の
洗
礼
、
一
人
の
主
教
、
そ
し
て
彼
を
助
け
る
多
く
の
長
老
」
と
い
う

体
制
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
説
教
と
そ
の
公
刊
の
段
階
で
は
、
主
教
等
の
教
会
役
職
者
の
役
割
、
国
教
会
制
に
お

け
る
世
俗
統
治
者
の
役
割
、
そ
し
て
世
俗
統
治
者
と
教
会
役
職
者
と
の
統
治
上
の
関
係
は
、
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い

（
25
）

。

説
教
の
段
階
で
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
が
主
張
し
た
こ
と
は
、
人
々
の
心
を
一
つ
に
し
、
平
和
な
教
会
を
維
持
す
る
に
は
、
同
一
準

則
の
下
で
同
一
祈
祷
と
礼
典
に
加
わ
る
同
一
行
動
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
会
は
礼
拝
集
会
の
み
な
ら
ず
同
一
準
則
を
伴
う
統

治
機
関
で
あ
り
、
全
教
会
・
国
教
会
と
し
て
存
在
す
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
へ
の
信
従
や
統
一
要
請
は
専
制
で
は
な
く
、
彼
に
よ
れ

ば
、「
同
一
準
則
」
を
言
う
使
徒
の
原
始
教
会
を
継
承
し
、
教
会
の
歴
史
的
起
源
の
上
で
も
正
当
化
さ
れ
る
実
践
だ
っ
た
。
当
然
、
全
国

民
に
国
教
会
と
し
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
へ
の
信
従
を
彼
は
求
め
、
そ
こ
か
ら
の
分
離
を
、
そ
し
て
分
離
非
国
教
徒
へ
の
無
制
約
の
寛

容
を
許
さ
な
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
平
和
と
保
護
こ
そ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
の
平
和
と
保
護
で
あ
る
と
言
う
彼
は
、「
普
遍
的
寛
容

は
ト
ロ
イ
ア
の
木
馬
」
だ
と
す
る
。
分
離
非
国
教
徒
の
「
普
遍
的
寛
容
」
は
「
わ
れ
わ
れ
の
敵
」
を
気
づ
か
れ
ぬ
ま
ま
引
き
入
れ
て
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
と
国
家
の
解
体
に
至
ら
し
め
る
、
と
彼
は
恐
れ
た

（
26
）

。

説
教
時
の
彼
の
問
題
意
識
を
整
理
す
る
と
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
へ
の
敵
意
や
恐
怖
の
下
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
と
国
家
の
完

全
な
政
治
的
宗
教
的
独
立
を
維
持
、
強
化
し
た
い
と
い
う
願
望
を
看
取
で
き
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
教
皇
主
義
陰
謀
の
暴
露
や
排
斥
法
案

に
象
徴
さ
れ
る
教
皇
主
義
へ
の
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
ま
で
の
恐
怖
の
存
在
、
多
数
の
非
国
教
徒
が
教
区
教
会
と
の
つ
な
が
り
を
完
全
に
断
ち
切

っ
て
い
な
い
と
い
う
部
分
的
信
従
の
存
在
、
そ
し
て
国
教
会
内
に
お
い
て
非
国
教
徒
迫
害
へ
の
疑
問
視
と
共
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
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今
後
の
あ
り
方
へ
の
懸
念
が
存
在
し
た
こ
と
、
を
指
摘
で
き
る
。

彼
が
分
離
非
国
教
徒
に
訴
え
、
か
つ
彼
ら
か
ら
反
発
を
買
う
こ
と
に
な
る
論
点
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
は
「
一
つ
の
世
俗
統
治
と
同

一
の
宗
教
準
則
の
下
」
に
あ
る
国
教
会
と
し
て
存
在
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
異
な
る
準
則
を
設
定
し
た
り
別
個
の
師
や
集
会
を

設
立
す
る
の
で
な
い
限
り
、
個
々
の
教
区
教
会
や
信
徒
に
お
け
る
礼
拝
様
式
等
の
差
異
を
彼
は
容
認
す
る
も
の
の
、
そ
う
し
た
信
徒
も
分

離
せ
ず
、
国
教
会
の
一
員
と
し
て
活
動
す
る
よ
う
要
請
す
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
が
国
教
会
と
し
て
存
在
す
べ
き
正
当
性
は
、
ロ
ー
マ

帝
国
崩
壊
後
の
経
緯
、
エ
ク
レ
シ
ア
概
念
、
原
始
教
会
に
お
け
る
使
徒
の
実
践
の
継
承
、
さ
ら
に
統
治
と
信
仰
に
お
け
る
人
々
の
「
同
意
」

に
求
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
教
会
が
国
教
会
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
い
分
離
非
国
教
徒
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会

が
国
教
会
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
の
正
当
性
を
問
い
、
か
つ
自
分
達
の
分
離
の
正
当
性
を
主
張
し
て
、
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
と
争
う

こ
と
に
な
る
。

（
次
号
へ
続
く
。
本
稿
は
平
成
十
九
〜
二
〇
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。）

（
１
）

山
田
園
子
「
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
と
復
古
体
制
危
機
」、『
広
島
法
学
』
第
三
二
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
八
年
。

（
２
）

主
教
制
に
相
当
す
る
語
と
し
て
、
監
督
制
（E

piscopacy

）
と
い
う
語
も
用
い
ら
れ
る
。
主
教
（bishop

）
は
ギ
リ
シ
ア
語
の

に
相
当
し
、

監
督
制
は
主
教
（bishop

）
に
よ
る
教
会
統
治
体
制
つ
ま
り
主
教
制
を
指
す
。
本
稿
で
は
、
引
用
箇
所
以
外
は
、
主
教
ま
た
は
主
教
制
の
訳
語
で
統
一
す
る
。

主
教
は
他
のpriest

（
牧
師
）
等
の
聖
職
者
と
は
異
な
り
、
聖
職
叙
任
等
の
特
別
な
権
限
を
も
ち
、
そ
の
権
限
が
使
徒
か
ら
継
承
さ
れ
た
も
の
と
信
じ
る
。

た
だ
し
、
使
徒
継
承
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
理
解
は
教
会
内
で
も
多
様
で
あ
る
。F.
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デ
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こ
う
し
た
信
従
はoccasional
conform

ity

（
便
宜
的
信
従
）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
用
語
は
一
六
八
九
年
の
い

わ
ゆ
る
寛
容
法
を
契
機
に
、
主
に
政
治
的
理
由
で
国
教
会
か
ら
礼
典
を
受
け
る
人
々
を
指
す
。
ホ
ワ
イ
ト
マ
ン
は
そ
れ
と
区
別
し
て
、
一
六
七
〇
年
代
後
半

に
教
区
教
会
と
分
離
集
会
の
二
股
を
か
け
る
行
為
を
部
分
的
信
従
と
呼
ん
だ
。

（
20
）

E
.Stillingfleet:The

M
ischiefofSeparation,pp.21 -22 .

（
21
）

Ibid.,p.25 .

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
「
普
遍
」（C

atholick

）
性
に
か
ん
し
て
、『
分
離
の
災
い
』
で
は
説
明
は
な
い
。

（
22
）

Ibid.,
pp.16 -19 .

ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
（the

B
ritish

N
ation

）
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
の
教
会
が
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
」
教
会
と
さ
れ
る
こ
と
に

つ
い
て
、
彼
の
説
明
は
な
い
。

（
23
）

Ibid.,p.9 .

ス
テ
ィ
リ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
が
引
用
す
る
原
文
は

N
evertheless,w

hereto
w

e
have

already
attained,letus

w
alk

by
the

sam
e

R
ule.'

欽
定
訳

で
は
こ
れ
に

letus
m

ind
the

sam
e

thing'

が
続
く
。
共
同
訳
で
は
、「
わ
た
し
た
ち
は
到
達
し
た
と
こ
ろ
に
基
づ
い
て
進
む
べ
き
で
す
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
24
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Ibid.,pp.10 -12 ,24 .

（
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）

Ibid.,pp.12 ,19 ,27 .

（
26
）

Ibid.,pp.23 ,32 ,37 ,41 ,58 .


